
 

 

 

 

桐生市地域包括支援センター業務受託希望者募集 

■募集要項の配布 令和５年９月１１日(月)～９月２２日(金) 

■募集期間  令和５年９月２５日(月)～１０月４日(水) 

■対象地域は市内の日常生活圏域8か所に各1か所 

日常生活圏域 行 政 区 

１ 1区、2区、9区、10区、14区 

２ 3区、4区、5区、8区 

３ 6区、7区、17区 

４ 11区、13区 

５ 16区、22区 

６ 19区、20区、21区 

７ 15区 

８ 12区、18区 

■主な業務 

（１）包括的支援事業 

・総合相談支援事業〔法第 115条の 45第 2項第 1号〕 

・権利擁護事業〔法第 115条の 45第 2項第 2号〕 

・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業〔法第 115条の 45第 2項第 3号〕 

・地域ケア会議の実施〔法第 115条の 48第 1項〕 

（２）第１号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント）〔法第 115条の 45第 1項第 1号ニ〕 

（３）多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築〔法第 115条の 46第 7項〕 

（４）指定介護予防支援事業〔法第 8条の 2第 16項〕 

（５）介護予防等に関する事業 

（６）地域における支え合いの体制強化推進事業 

■その他  募集要項は、９月11日（月）から22日（月）まで市役所１階の健康長寿課にて

配布及び9月11日にホームページに掲載いたします。 

③すべての人に健康と福祉を⑪住み続けられるまちづくりを⑰パートナーシップで目標を達成しよう
⑰パートナーシップで目標を達成しよう

  

【問い合わせ】 
保健福祉部健康長寿課長寿支援係 
担当 石塚 
TEL 0277-46-1111（内線557） 

令和５年９月１日 

保健福祉部部健康長寿課 

桐生市地域包括支援センター業務について、令和3年度から

3年間の委託期間が終了するため、新たに令和6年度から3年

間の受託希望者を募集します。 
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